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令和８年度 探究コーディネーター採用選考受験案内 

 

大阪府立狭山高等学校 

 

大阪府立学校一般職非常勤職員就業等規則（以下「就業等規則」という。）に規定する非常勤嘱

託員として、大阪狭山高等学校に勤務する探究コーディネーターを以下のとおり募集します。 

 

１ 応募資格 

  応募資格は、次の要件をすべて満たす者に限ります。 

（１）地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 16条に該当しない者 

（２）平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因と

するもの以外）に該当しないもの 

（３）探究コーディネーターとして職務を遂行するために必要な熱意、識見を有する者 

 

２ 職務内容 

（１）探究学習に関する教材を含む各種資料の作成 

（２）各関係機関との連携、企画調整及び運営補助 

（３）連携する関係機関の開拓 

（４）学校の取組や生徒募集の広報活動 

（５）生徒や学校と、地域とをつなぐ機会の創出 

（６）国や教育庁が主催する連絡会・研修会等への参加 

（７）その他、学校長が必要と認めるもの 

 

３ 募集予定者数 

１名 

 

４ 応募の手続 

郵送もしくは持参により申し込んでください。 

あ て 先 
〒５８９-００１１ 大阪府大阪狭山市半田４丁目 1510 番地 

大阪府立狭山高等学校 

受付期間 令和８年３月 17 日（火）から令和８年３月 23 日（月）まで（必着） 

申込方法 

郵送の場合は、「簡易書留」で、長形３号封筒（12cm×23.5cm）の表側に「探究コーデ

ィネーター選考申込」と朱書きしたもので、下記提出書類に必要事項を記入のうえ提出

してください。 

提出書類 

① 令和８年度 大阪府立狭山高等学校 探究コーディネーター 応募用紙 

② 返信用封筒２通（受験日時決定通知送付及び合否決定通知送付のため） 

（長形３号封筒（12cm×23.5cm）に 110 円切手を貼り、郵便番号、住所（マンショ

ン名、○○方等詳しく記入）、名前を明記したもの） 
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５ 選考日時・場所等 

（１） 日 時 

 令和８年３月 26日（木） 

（日時は、返信用封筒に記載されている住所に郵送にて別途通知します。） 

（２） 会 場 

大阪府立狭山高等学校 

           〒５８９-８４００ 大阪府大阪狭山市半田４丁目 1510 番地 

（３） 選考方法 

個人面接を実施します。（１人 15分程度） 

（４） 選考基準（主な評価の観点） 

   ① 探究コーディネーターとして職務を遂行するために必要な熱意、識見を有するか。 

  ② 学校・大学・企業・地域団体など様々な関係者と連携し、企画を進める力を有するか。 

③ 幅広い識見を持って主体的、自律的に活動を行いながら、教職員と密接に連携して組織

的な対応を図ることができるか。 

 

６ 選考結果の通知  

令和８年３月 27日（金）までに、受験者全員に対し合否決定通知書を郵送します。 

 

７ 身分・勤務条件等（主たる事項のみ記載しております。詳細は別表１をご確認ください。） 

(１) 職名・職種 

探究コーディネーター（パートタイム会計年度任用職員） 

(２) 任用形態 

期間の定めあり 

令和８年４月１日から令和９年３月 31日までの期間 

（３）就業場所・勤務時間等 

    大阪府立狭山高等学校 

１日あたり６時間で、勤務回数は年間１２０日を予定しています。勤務日については別表

２を参照ください。なお、学校行事等の事情により、変更する場合があります。 

勤務時間帯については、原則８時 30分から 17時の間で大阪府立狭山高等学校との協議に

より決定します。（任用時の勤務条件明示書で提示します。） 

年次有給休暇（条件あり。）・特別休暇（有給・無給）が付与されます（ただし、病気休暇

については、付与条件があります。）。 

（４）報酬等 

１時間につき 2,500円（交通費別途支給） 

なお、報酬等は、変更される場合があります。 

    期末手当・勤勉手当の支給対象（※）となります。 

     ※当該年度における任期が６カ月以上、かつ１週当たりの勤務時間が 15時間 30分以上

の職員に限ります。 

（５）懲戒・分限 

 地方公務員法上の懲戒・分限処分規定が適用され、また服務上の措置も対象となります。 

（６）人事評価 

 学校長による人事評価の対象となります。
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《問合せ先》 

大阪府立狭山高等学校  

電話番号 ０７２-３６６-８４００ 

                      担当：野中 

 （７）その他 

標記の勤務条件等は、令和８年３月 17 日現在で予定されている内容です。今後、変更さ

れる場合があります。 

 

８ 注意事項 

（１） 応募用紙等に虚偽の記載があった場合は、すべて無効となります。また、合格通知後、

非違行為その他採用することが適当でないと認められる事由が判明した場合は、合格を

取り消すことがあります。 

（２） 提出書類等については、返却いたしません。 

 

 

  参考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公務員法第１６条 

 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若し

くは選考を受けることができない。 

１ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第 60条から第 63 条までに規定する罪を犯し、刑

に処せられた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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【勤務条件等】 

業務内容  （１）探究学習に関する教材を含む各種資料の作成 

（２）各関係機関との連携、企画調整及び運営補助 

（３）連携する関係機関の開拓 

（４）学校の取組や生徒募集の広報活動 

（５）生徒や学校と、地域とをつなぐ機会の創出 

（６）国や教育庁が主催する連絡会・研修会等への参加 

（７）その他、学校長が必要と認めるもの 

任用形態 期間の定めあり 

令和８年４月１日から令和９年３月 31日までの期間 

条件付採用期間 あり（条件付採用の期間は１月） 

勤務場所 大阪府立狭山高等学校  

報酬等 

 

〇報酬額及び交通費を支給（報酬等は府教育庁が定めるところにより変更する場

合があります。）。 

〇報酬額 ： １時間につき 2,500円。 

〇交通費 : 通勤の事実の確認及び交通費の決定は、届出に基づき行います。 

〇昇給、退職手当 : なし 

〇期末手当・勤勉手当 : あり（ただし、任用期間が６月以上かつ勤務時間が１週 

あたり 15時間 30分以上の者（※）に限る。） 

※「勤務時間が１週あたり 15 時間 30 分以上の者」とは、次のいずれかの者のこと

をいう。 

①任用期間全期間を平均した１週あたりの勤務時間が 15時間 30分以上 

②任用期間において、月ごとに平均した１週当たりの勤務時間が 15時間 30分以

上である月が６月以上 

  勤務時間及び 

休憩時間 

年間１２０日（勤務時間は１日あたり６時間で原則８時 30分から 17時の間で決定、

うち休憩時間４５分。）  

時間外勤務 なし 

休暇等 年次休暇 ：大阪府立学校一般職非常勤職員就業規則に基づき、付与します。 

（大阪府立学校一般職非常勤職員就業等規則（第 13条関係）別表第一参照。） 

特別休暇 ：あり（有給・無給）  

（大阪府立学校一般職非常勤職員就業等規則第 14条参照） 

報酬支払方法 月の１日からその月の末日までの間における勤務時間の実績により計算した額

が、翌月の 10 日（その日が休日に当たるときはその直前の銀行営業日）に支給さ

れます。 

退職 任用期間の満了により退職するものとする。 

社会保険等 条件に該当する場合、社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び雇用保険が適

用されます。 

災害補償 労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）の定めるところによります。 

服務 地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）の定める規定（法令等及び上司の職務

上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する

義務等）が適用されます。 

任命権者 大阪府教育委員会 

 

 

※なお、具体的な勤務条件については、任用時の勤務労働条件明示書により確認してください。 

※勤務時間が事業場を異にする労働時間と通算して法定労働時間を超過するときは、事実確認

の上、勤務時間の変更等を行う場合があります。 

別表１ 
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※標記の勤務条件等は、令和８年３月 17 日現在で予定されている内容です。今後、変更され

る場合があります。 

その詳細については、地方自治法及び地方公務員法並びに職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例、職員の分限に関する条例、職員の懲戒に関する条例、非常勤職員の報酬及び費

用弁償に関する条例、大阪府立学校一般職非常勤職員就業等規則等の関係法令により定めて

います。 

 

 


